
壺碑
(つぼの石ぶみ )
壺碑
(つぼの石ぶみ )

浮島浮島

末の松山
　　興井
末の松山
　　興井

おもわくの橋おもわくの橋

野田の玉川野田の玉川

籬が島籬が島

市内及び近隣市における歌枕の地と『おくのほそ道』の旅程

十符の菅十符の菅

『おくのほそ道』のルートにある文化財（例）

壺碑
(つぼの石ぶみ)
壺碑
(つぼの石ぶみ)

浮島浮島

末の松山
　　興井
末の松山
　　興井

おもわくの橋おもわくの橋

野田の玉川野田の玉川

籬が島籬が島

十符の菅十符の菅

八幡館跡

政庁跡

古代遺構の復元整備

※イメージ

塩竈街道
陸奥総社宮

山王地区の古墳時代集落
南宮地区の街並みと板倉

旧八幡村の街並み

多賀城外のまちなみ

調査研究成果をもとに、『おくのほそ道』とその地域に根差した歴史的背景も盛り込みながら

ストーリーを叙述し、教育・観光・まちづくりなど様々な分野で活用する。

(4) 広報・広開

①地域の総合的研究成果の活用
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壺碑
(つぼの石ぶみ)
壺碑
(つぼの石ぶみ)

浮島浮島

興井
末の松山
興井
末の松山

おもわくの橋おもわくの橋

野田の玉川野田の玉川

籬が島籬が島

十符の菅十符の菅

様々なメディアに

よる情報発信

歴史や文化を体感

できる場の創出

価値の体感

ホームページ

広報物

企画展示環境整備

観光分野との連携

おくのほそ道の風景地

ネットワークでの情報

交換

広域的な連携

・様々なメディアで名勝おくのほそ道の風景地と市内の文学・歴史・文化などを情報発信する。

・指定地及びその周辺の環境を整備し、かつ現地での案内等を充実させ、来訪者が歴史や文化

　の価値を体感できる機会を充実させる。

・教育や観光の資源として活用できるように連携・情報共有する。

・全国に所在する指定地との広域的な連携を図るため、「おくのほそ道の風景地ネットワーク」

　を情報交換・ＰＲの場として活用する。

教育・観光資源

としての活用

現地学習の開催

地域の総合的な研究成果を

地域資源として幅広く活用する

②普及啓発活動
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(5) 活用のための整備 

①壺碑（つぼの石ぶみ） 

・歌枕の保護・顕彰によりもたらされた良好な景観を維持することに加え、古代遺構を復

元し、風景に調和させることで、松尾芭蕉も涙を流しそうになるくらい感動した歌枕「壺

碑(つぼの石ぶみ)」が有する歴史の深さを感じてもらえるような場の創出を目指す。 

・芭蕉が訪れたと考えられる北西側からのルートにも配慮しながら、丘陵・多賀城碑・覆

屋・石碑・樹木で構成される景観の保全と向上を図る。 

なお、特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画との対応は、以下のとおりである。 

本計画における方策 整備基本計画における方策

　歌枕の保護・顕彰によりもたらさ
れた良好な景観を維持することに加
え、古代遺構を復元し、風景に調和
させることで、松尾芭蕉も涙を流し
そうになるくらい感動した歌枕「壺
碑(つぼの石ぶみ)」が有する歴史の
深さを感じてもらえるような場の創
出を目指す。

・南門の復元
　Ｓ重点遺構保存活用地区における歴史的景観の中心的
存在として復元する。構造等の具体的復元計画は、有識
者による検討を経て別に多賀城市によって示されること
となる。
　南門および多賀城碑と市道新田浮島線の現交差点付近
を繋ぐ園路兼管理用道路を設置し、いずれも車イスでの
通行も可能となるよう検討する。
・築地塀の復元・顕在化
　南門に取り付く部分は復元展示とし、より東側では盛
土整形などにより顕在化させる。
　西側の南辺西地区における植樹による既表示部分は現
状維持とする。
・政庁南大路の復元
　南門と市道新田浮島線間に、政庁南面地区からの延長
として南大路を復元する。ただし、この道路を横断して
いる市道浮島線は当分の間は現状のまま使用せざるを得
ない状況である。
　多賀城碑の西側では、盛土による道路復元の範囲に留
意する等、「おくのほそ道の風景地　壺碑」の名勝景観
との調和を図る。
・南北大路の復元
　南門から県道泉玉川線までの間を復元する。
　路幅は18ｍ、舗装は土系舗装とし、側溝も表示する。
　南北大路にかかる市道水入線を廃止し、西側に移設し
て南北大路南端部と市道新田浮島線を繋ぐ園路を兼ねた
管理用道路に変更する。
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②興井 

・池の護岸を修景する。 

・説明板を改修・移設する。その際には、他の指定地などの説明板と形態・意匠・材料の

統一を図る。 

・水路については、池の水質改善に係る整備とあわせて修景する。 

・周辺の柵や道路を改修・整備し、景観と利便性の向上を図る。 

③末の松山 

・説明板を改修・移設する。その際には、他の指定地などの説明板と形態・意匠・材料の

統一を図る。 

・柵や周辺の道路を改修・整備し、景観と利便性の向上を図る。 

本計画における方策 整備基本計画における方策

　芭蕉が訪れたと考えられる北西
側からのルートにも配慮しなが
ら、丘陵・多賀城碑・覆屋・石
碑・樹木で構成される景観の保全
と向上を図る。

・名勝「おくのほそ道の風景地　壺碑」の景観保全・修景
　碑の西側で政庁南大路復元に直接係る部分以外では、既
存樹木や露出した巨石、石垣等を現状維持とするととも
に、適切な修景を行う。また、碑の南側においては南門と
築地塀の復元に伴う盛土を最小限に抑え、碑の覆屋と樹
木・地形・石碑等が形成している一体の景観保全を図る。
・植栽・修景
　市道水入線沿いにある電柱・電線類を移設あるいは地中
化し、景観の向上を図る。
　多賀城碑周辺のほか、地区の丘陵頂部周辺にある既存林
は現状維持を基本とし、史跡景観の一部として枝払い・下
草刈りなど積極的な管理を行う。
　未調査地あるいは遺構整備周辺のオープンスペースに
は、緑化修景計画に基づき適切な植栽を行う。ただし、植
栽が表示・復元した遺構を遮蔽しないよう留意する。
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第１５図　特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画における
Ｓ重点遺構保存活用地区整備基本計画図と名勝指定地

壺碑
(つぼの石ぶみ )
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第１６図　興井整備基本計画図（案）

9
0



第１７図　末の松山整備基本計画図（案）
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第９章 運営のための方策

【基本方針】 

３箇所の指定地における周辺環境にも配慮した保存と『おくのほそ道』を介した一体的

な活用を効果的に推進するために、市内の文化財・教育・観光・まちづくりに関連する部

署間で十分に調整を図る。あわせて、地域住民・団体や県内外の名勝おくのほそ道の風景

地に関連する機関との積極的な情報交換や連携を推進する。 

【手段】 

〈体制の整備〉 

○保存と活用が相乗的に効果を発揮できるような運営を目指し、進捗状況を評価・点検し

つつ、必要に応じて改善を図ることができるような体制を整備する。 

○名勝おくのほそ道の風景地に関連する他地域との情報交換や、市民交流・学術交流等が

図れるような運営体制を整備する。 

○多様な方法で資金を確保しながら、保存と活用の持続的な推進に努める。 

〈連携・調整〉 

○指定地の本質的価値を教育・観光・まちづくりの資源として活用することができるよう

に、関係部局や機関との調整を図る。 

○県内の指定地を有する仙台市・岩沼市・塩竈市と積極的に情報交換を行い、宮城県の助

力も得ながら名勝おくのほそ道の風景地の一体となった保存と活用を目指す。また、県

外の指定地を有する自治体とは、おくのほそ道の風景地ネットワークを介した広域的な

情報交換・ＰＲを行う。 

○指定地の周辺地域を含めた一体的な運営ができるよう、地域住民や関係団体・機関との

連携を行う。 

○本計画で判断できない事案が発生した場合には、文化庁と宮城県教育委員会との協議を

踏まえ、地域・関係団体等の意見を聴取しつつ対応する。 

 (1) 共通する方策 

①維持管理 

・通年計画を作成し、業務を進める中で内容を改善しながら運用する。 

・専門家の意見を維持管理業務に反映させることができるように、学術機関や有志団体と

の連携体制の強化を図る。 

・現状変更等の取扱いについては、多賀城市教育委員会事務局文化財課が担当し、宮城県

教育委員会文化財保護課、宮城県多賀城跡調査研究所と情報共有し、必要に応じて多賀

城跡連絡協議会で協議する。 
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②調査研究 

・多賀城市埋蔵文化財調査センターを基幹施設と位置づけ、学術機関等と連携を図りなが

ら地域の総合的な研究を推進する。 

○多賀城市埋蔵文化財調査センター条例  （昭和６１年１２月１６日 条例第２３号） 

第２条 遺跡の発掘で出土した考古資料その他の歴史に関する資料を収集し、保管し、及

び展示し、併せてこれらの資料に関する調査研究等を行い、もつて市民の文化の

向上に資するため、埋蔵文化財調査センター（以下「センター」という。）を設置

する。 

③広報・公開 

・多賀城市埋蔵文化財調査センターを基幹施設と位置づけ、普及啓発活動を推進する。指

定地の本質的価値を教育・観光・まちづくりの資源としても活用できるように、教育委

員会事務局各課や観光部局及び都市計画部局との情報共有・連携を図る。 

・普及啓発にあたっては、俳句や短歌など、文学にかかわる団体をはじめ、史跡愛好団体・

観光団体、郷土芸能団体などと積極的に連携を図る。 

(2) 壺碑（つぼの石ぶみ）の運営

①維持管理 

・多賀城市教育委員会事務局文化財課による特別史跡多賀城跡附寺跡としての一元的な維

持管理を継続するなかで、名勝おくのほそ道の風景地の指定地も維持管理する。 

・宮城県教育委員会・宮城県多賀城跡調査研究所・東北歴史博物館との情報共有を密にし、

多賀城跡連絡協議会の場も利用しながら調整を図る。 

②整備 

・多賀城市教育委員会が策定した特別史跡多賀城跡附寺跡第３次保存管理計画及び宮城県

教育委員会が策定した特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画に基づき、特別史跡として

の整備を進めながら名勝としての修景や景観向上等も実施する。整備基本計画の策定主

体である宮城県教育委員会及び宮城県多賀城跡調査研究所との調整を十分に図る。 

(3) 興井・末の松山の運営 

①維持管理 

・多賀城市教育委員会事務局文化財課と地元住民・地元団体が協働しながら一体的に維持

管理できるような体制を構築できるように調整する。 
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・末の松山については、マツの後継樹を育成するとともに、育成に協力できる個人や関係

団体等との調整を図る。 

②整備 

・当面は多賀城市歴史的風致維持向上計画及び多賀城市景観計画に基づき、歌枕環境整備

事業として実施する。歴史的風致維持向上計画を担当している多賀城市建設部都市計画

課と多賀城市教育委員会事務局文化財課が連携しながら、関係部署と十分に調整しつつ

実施する。 
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附章１ 計画策定の体制と経過 

(1) 体 制

①名勝おくのほそ道の風景地「壺碑（つぼの石ぶみ）・興井・末の松山」保存活用計画策

定委員会議実施要綱 

（趣旨）

第１条 この要綱は、名勝おくのほそ道の風景地「壺碑（つぼの石ぶみ）・興井・末の松山」

保存活用計画（以下「保存活用計画」という。）の策定に当たり意見の聴取を行うため、

保存活用計画策定委員（以下「委員」という。）による会議（以下「委員会議」という。）

の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

（議事）

第２条 委員会議は、保存活用計画の策定に必要な事項について、事務局に指導助言する

ものとする。

（委員）

第３条 委員は、１０名以内とする。

２ 委員は、名勝や史跡の保存及び整備活用などに関し見識を有する者、区長等の地域住

民を代表する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

３ 委員の任期は、保存活用計画の策定が終了する日までとする。

（議長及び副議長）

第４条 委員会議の実施に当たり、委員の互選により会議を進行する議長を定めるものと

する。

２ 副議長は、議長が指名するものとする。

３ 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき、又は、議長に事故のあるときは、議長

を代理する。

（委員会議の開催等）

第５条 委員会議は、必要に応じて教育長が開催する。

２ 委員会議は、委員の過半数の出席をもって実施するものとする。

３ 議長が必要と判断した場合、保存活用計画の策定に関して意見を聴くため、委員以外

の識見を有する者を会議に参加させることができる。

（庶務）

第６条 委員会議の庶務は、多賀城市教育委員会事務局文化財課において処理する。

（雑則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が委員会

議に諮って別に定める。
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附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。

 （要綱の失効）

２ この要綱は、保存活用計画の策定をもってその効力を失う。 

②計画策定委員等 

氏　　　　　名 現　　　　職 分　野

 白鳥　良一 (議長)
元東北歴史博物館副館長
　※多賀城市文化財保護委員会委員
　※多賀城市歴史的風致維持向上協議会委員

考古学

 飯淵　康一 (副議長)

東北大学名誉教授
宮城学院女子大学特任教授
　※多賀城市文化財保護委員会会長
　※多賀城南門等復元整備検討委員会議委員長
　※多賀城跡調査研究委員会委員

建築史

 小野　健吉
独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所副所長
京都大学大学院人間・環境学研究科客員教授
　※多賀城跡調査研究委員会委員

庭園史

 加藤　秀幸 宝国寺住職 地元

 今野　英廣 八幡上一区長 地元

 齊藤　軍記
市川区長
　※多賀城市文化財保護委員会副会長
　※多賀城市歴史的風致維持向上協議会委員

地元

 佐藤　信
東京大学大学院人文社会系研究科教授
　※多賀城南門等復元整備検討委員会議副委員長
　※多賀城跡調査研究委員会委員　委員長(H27.10～)

古代史

 高野　ムツオ 「小熊座」主宰 文学

 中静　　透
東北大学大学院生命科学研究科教授
東北大学学術資源研究公開センター植物園園長

植物

指導助言者名簿

氏　　　　　名 現　　　　職 職　名

 平澤　毅 文化庁文化財部記念物課 文化財調査官

 笠原　信男 宮城県教育庁文化財保護課 課長

 佐久間　光平 宮城県教育庁文化財保護課 技術副参事

 関口　重樹 宮城県教育庁文化財保護課 主任主査

 山田　晃弘 宮城県多賀城跡調査研究所 所長

委員名簿
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(2) 経 過 

①計画策定委員会議 

第１回名勝おくのほそ道の風景地保存活用計画策定委員会議 

日時：平成２７年８月４日（火） １３：３０～１６：３０ 

場所：多賀城市役所３階 第１委員会室 

内容：（１）指定の経緯 

   （２）計画の目的と意義 

   （３）名勝指定地の現状と課題 

   （４）基本方針について 

第２回名勝おくのほそ道の風景地保存活用計画策定委員会議 

日時：平成２７年１１月２日（月） １４：００～１７：２０ 

場所：多賀城市役所３階 第１委員会室 

内容：（１）前回までの振り返り 

氏　　　　　名 現　　　　職 職　名

 菊地　昭吾 多賀城教育委員会 教育長

 大森　晃 多賀城市教育委員会事務局 副教育長

 郷右近　正晃 多賀城市教育委員会事務局文化財課 課長

 板橋　秀德 多賀城市埋蔵文化財調査センター 所長

 千葉　孝弥 多賀城市教育委員会事務局文化財課 参事

 鈴木　孝行 多賀城市教育委員会事務局文化財課 主幹

 高橋　圭藏 多賀城市教育委員会事務局文化財課 副主幹

 板橋　弘二 多賀城市教育委員会事務局文化財課 主査

 小原　一成 多賀城市教育委員会事務局文化財課 主査

氏　　　　　名 現　　　　職 職　名

 槻田　光吉 多賀城市建設部都市計画課 係長

 栁瀬　郁 多賀城市建設部都市計画課 技師

 影山　博幸 三井共同建設コンサルタント株式会社 技師長

 内山　かおり 三井共同建設コンサルタント株式会社 技師

事務局

関係部局
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   （２）保存のための方策 

   （３）活用のための方策 

第３回名勝おくのほそ道の風景地保存活用計画策定委員会議 

日時：平成２８年１月１８日（月） １４：００～１７：００ 

場所：多賀城市役所３階 第１委員会室 

内容：（１）前回までの振り返り 

   （２）計画案の最終確認 

②市民懇談会（都市計画課と合同開催） 

第１回沖の井、末の松山及び周辺の整備計画策定に向けた意見交換会 

日時：平成２７年９月２日（水） １９：００～２０：４０ 

場所：八幡公民館 

内容：沖の井・末の松山整備計画について 

第２回沖の井、末の松山及び周辺の整備計画策定に向けた意見交換会 

日時：平成２７年１１月２４日（火） １９：００～２０：２０ 

場所：八幡上二集会所 

内容：沖の井・末の松山整備計画について 

③その他報告・協議 

多賀城跡連絡協議会 

日時：平成２７年７月２８日（火） １３：３０～１５：３０ 

場所：多賀城市役所３階 第２委員会室 

内容：（１）指定の経緯 

   （２）計画の目的と意義 

   （３）名勝指定地の現状と課題 

   （４）基本方針について 

平成２７年度多賀城跡調査研究委員会 

日時：平成２７年１０月２３日（金） １０：００～１２：００ 

場所：東北歴史博物館１階 大会議室 

内容：計画策定進捗状況の報告 

名勝『おくのほそ道の風景地』保存活用計画策定に係る調整会議 

日時：平成２７年１２月９日（水） １３：３０～１５：３０ 

場所：宮城県庁１１０１会議室 

内容：宮城県及び指定地を有する仙台市・岩沼市・塩竈市・多賀城市での情報交換 
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平成２７年度第１回文化財保護委員会 

日時：平成２７年１２月１７日（木） １３：００～１４：３０ 

場所：多賀城市中央公民館 第１会議室 

内容：計画策定進捗状況の報告 

多賀城跡連絡協議会 

日時：平成２８年１月１４日（火） １０：００～１２：００ 

場所：多賀城市役所５階 ５０１会議室 

内容：計画案の確認 
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附章３ 関連法令等資料 

(1) 文化財保護法（抄）

（昭和２５年５月３０日法律第２１４号） 

最終改正：平成２６年６月１３日法律第６９号 

   第一章 総則  

（この法律の目的）  

第一条  この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、も

つて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献

することを目的とする。  

（文化財の定義）  

第二条  この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。  

一  建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の

有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高

いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している

土地その他の物件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術

上価値の高い歴史資料（以下「有形文化財」という。）  

二  演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国に

とつて歴史上又は芸術上価値の高いもの（以下「無形文化財」

という。）  

三  衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸

能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他

の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできな

いもの（以下「民俗文化財」という。）  

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国に

とつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、

海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上

価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、

植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生

じている土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の高いも

の（以下「記念物」という。）  

五  地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土によ

り形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠

くことのできないもの（以下「文化的景観」という。）  

六  周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統

的な建造物群で価値の高いもの（以下「伝統的建造物群」とい

う。）  

２  この法律の規定（第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、

第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号、第百六十

五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。）中「重要文

化財」には、国宝を含むものとする。  

３  この法律の規定（第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十

二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第七号及

び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。）中

「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むも

のとする。  

（政府及び地方公共団体の任務）  

第三条  政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等

の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来

の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保

存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨

の徹底に努めなければならない。  

（国民、所有者等の心構）  

第四条  一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達

成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。  

２  文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産

であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するととも

に、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければ

ならない。  

３  政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所

有権その他の財産権を尊重しなければならない。  

（中略） 

   第七章 史跡名勝天然記念物  

（指定）  

第百九条  文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝

又は天然記念物（以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。）に

指定することができる。  

２  文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記

念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記

念物（以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。）に指定す

ることができる。  

３  前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、

当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及

び権原に基づく占有者に通知してする。  

４  前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通

知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定によ

る通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記

念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市（特別区を含む。以下

同じ。）町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示する

ことができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二

週間を経過した時に前項の規定による通知が相手方に到達したも

のとみなす。  

５  第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定による官

報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該特別史

跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基

づく占有者に対しては、第三項の規定による通知が到達した時又

は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時から

その効力を生ずる。  

６  文部科学大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念物の指

定をしようとする場合において、その指定に係る記念物が自然環

境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境大臣と協

議しなければならない。  

（仮指定）  

第百十条  前条第一項の規定による指定前において緊急の必要が

あると認めるときは、都道府県の教育委員会（当該記念物が指定

都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員

会。第百三十三条を除き、以下この章において同じ。）は、史跡

名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。  

２  前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育委員

会は、直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなければならない。  

３  第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項までの

規定を準用する。  

（所有権等の尊重及び他の公益との調整）  
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第百十一条  文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百九条

第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一項の規定に

よる仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権

その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益と

の調整に留意しなければならない。  

２  文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係る自

然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは、環境大

臣に対し、意見を述べることができる。この場合において、文化

庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものと

する。  

３  環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又は天

然記念物の保存及び活用に関し必要があると認めるときは、文部

科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して意

見を述べることができる。  

（解除）  

第百十二条  特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物が

その価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは、文部科学

大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指定を解除す

ることができる。  

２  第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念

物につき第百九条第一項の規定による指定があつたとき、又は仮

指定があつた日から二年以内に同項の規定による指定がなかつた

ときは、仮指定は、その効力を失う。  

３  第百十条第一項の規定による仮指定が適当でないと認めると

きは、文部科学大臣は、これを解除することができる。  

４  第一項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除には、第百

九条第三項から第五項までの規定を準用する。  

（管理団体による管理及び復旧）  

第百十三条  史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは

判明しない場合又は所有者若しくは第百十九条第二項の規定によ

り選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若

しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官

は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝

天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧（当該史跡名勝天然

記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該史跡名

勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復

旧を含む。）を行わせることができる。  

２  前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、

指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければ

ならない。  

３  第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、

当該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに

指定しようとする地方公共団体その他の法人に通知してする。  

４  第一項の規定による指定には、第百九条第四項及び第五項の規

定を準用する。  

第百十四条  前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特

殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除す

ることができる。  

２  前項の規定による解除には、前条第三項並びに第百九条第四項

及び第五項の規定を準用する。  

第百十五条  第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公

共団体その他の法人（以下この章及び第十二章において「管理団

体」という。）は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝

天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の

施設を設置しなければならない。  

２  史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の

所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、

文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け

出なければならない。  

３  管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その

復旧の方法及び時期について当該史跡名勝天然記念物の所有者

（所有者が判明しない場合を除く。）及び権原に基づく占有者の

意見を聞かなければならない。  

４  史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由がなく

て、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧

のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。  

第百十六条  管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、この法

律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。  

２  前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が

行う管理又は復旧により所有者の受ける利益の限度において、管

理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げ

るものではない。  

３  管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧料を

徴収することができる。  

第百十七条  管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受けた

者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償し

なければならない。  

２  前項の補償の額は、管理団体（管理団体が地方公共団体である

ときは、当該地方公共団体の教育委員会）が決定する。  

３  前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定

を準用する。  

４  前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいて

は、管理団体を被告とする。  

第百十八条  管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一条第一

項及び第三十三条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、

第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又は

その指定が解除された場合には、第五十六条第三項の規定を準用

する。  

（所有者による管理及び復旧）  

第百十九条  管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記念物の

所有者は、当該史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるもの

とする。  

２  前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる所有者

は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該

史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者（以下この章及び

第十二章において「管理責任者」という。）に選任することがで

きる。この場合には、第三十一条第三項の規定を準用する。  

第百二十条  所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、

第三十二条、第三十三条並びに第百十五条第一項及び第二項（同

条第二項については、管理責任者がある場合を除く。）の規定を、

所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規

定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条

第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、第三十条、第三十

一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四項

及び第百十五条第二項の規定を準用する。  

（管理に関する命令又は勧告）  

第百二十一条  管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失

し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めると

きは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、

管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を

命じ、又は勧告することができる。  

２  前項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用す

る。  

（復旧に関する命令又は勧告）  

第百二十二条  文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損し、

又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認

めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要

な命令又は勧告をすることができる。  
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２  文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記

念物が、き損し、又は衰亡している場合において、その保存のた

め必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その

復旧について必要な勧告をすることができる。  

３  前二項の場合には、第三十七条第三項及び第四項の規定を準用

する。  

（文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行）  

第百二十三条  文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合

においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又

は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができ

る。  

一  管理団体、所有者又は管理責任者が前二条の規定による命令

に従わないとき。  

二  特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場

合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれ

のある場合において、管理団体、所有者又は管理責任者に復旧

又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をさせること

が適当でないと認められるとき。  

２  前項の場合には、第三十八条第二項及び第三十九条から第四十

一条までの規定を準用する。  

（補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金）  

第百二十四条  国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止

の措置につき第百十八条及び第百二十条で準用する第三十五条第

一項の規定により補助金を交付し、又は第百二十一条第二項で準

用する第三十六条第二項、第百二十二条第三項で準用する第三十

七条第三項若しくは前条第二項で準用する第四十条第一項の規定

により費用を負担した史跡名勝天然記念物については、第四十二

条の規定を準用する。  

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）  

第百二十五条  史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又は

その保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官

の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維

持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存

に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限

りでない。  

２  前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で

定める。  

３  第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項

の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同条第四項

の規定を準用する。  

４  第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用

する。  

５  第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第

三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せられたこと

によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損

失を補償する。  

６  前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準

用する。  

７  第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四

十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天

然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をし

た者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。

この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をする

ことができる。  

（関係行政庁による通知）  

第百二十六条  前条第一項の規定により許可を受けなければなら

ないこととされている行為であつてその行為をするについて、他

の法令の規定により許可、認可その他の処分で政令に定めるもの

を受けなければならないこととされている場合において、当該他

の法令において当該処分の権限を有する行政庁又はその委任を受

けた者は、当該処分をするときは、政令の定めるところにより、

文化庁長官（第百八十四条第一項の規定により前条第一項の規定

による許可を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該

都道府県又は市の教育委員会）に対し、その旨を通知するものと

する。  

（復旧の届出等）  

第百二十七条  史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管

理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十日前まで

に、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を

届け出なければならない。ただし、第百二十五条第一項の規定に

より許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定め

る場合は、この限りでない。  

２  史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、文化

庁長官は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技

術的な指導と助言を与えることができる。  

（環境保全）  

第百二十八条  文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必

要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若

しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。  

２  前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国

は、その通常生ずべき損失を補償する。  

３  第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第百二十

五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から第

四項までの規定を準用する。  

（管理団体による買取りの補助）  

第百二十九条  管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡

名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着

物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い

取る必要があると認められるものを買い取る場合には、国は、そ

の買取りに要する経費の一部を補助することができる。  

２  前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四十二

条の規定を準用する。  

（保存のための調査）  

第百三十条  文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、

所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管

理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができ

る。  

第百三十一条  文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合

において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関す

る状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法

がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土

地又はその隣接地に立ち入つてその現状又は管理、復旧若しくは

環境保全の状況につき実地調査及び土地の発掘、障害物の除却そ

の他調査のため必要な措置をさせることができる。ただし、当該

土地の所有者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼ

すおそれのある措置は、させてはならない。  

一  史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保存に影響を及

ぼす行為の許可の申請があつたとき。  

二  史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。  

三  史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取

られるおそれのあるとき。  

四  特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物又は史

跡名勝天然記念物としての価値を調査する必要があるとき。  

２  前項の規定による調査又は措置によつて損失を受けた者に対

しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。  

３  第一項の規定により立ち入り、調査する場合には、第五十五条

第二項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から第四項

までの規定を準用する。 
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（中略） 

第１２章 補則 

（中略） 

第２節 国に関する特例 

（国に関する特例）  

第百六十二条  国又は国の機関に対しこの法律の規定を適用する

場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規定によ

る。  

（重要文化財等についての国に関する特例）  

第百六十三条  重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記

念物又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産である

ときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。ただし、そのも

のが文部科学大臣以外の者が管理している同法第三条第二項に規

定する行政財産であるときその他文部科学大臣以外の者が管理す

べき特別の必要のあるものであるときは、そのものを関係各省各

庁の長が管理するか、又は文部科学大臣が管理するかは、文部科

学大臣、関係各省各庁の長及び財務大臣が協議して定める。  

第百六十四条  前条の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、

史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科学大臣が管理す

るため、所属を異にする会計の間において所管換え又は所属替え

をするときは、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、無償と

して整理することができる。  

第百六十五条  国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文化

財を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定した

ときは、第二十八条第一項又は第三項（第七十八条第二項で準用

する場合を含む。）の規定により所有者に対し行うべき通知又は指

定書の交付は、当該有形文化財又は有形の民俗文化財を管理する

各省各庁の長に対し行うものとする。この場合においては、国宝

の指定書を受けた各省各庁の長は、直ちに国宝に指定された重要

文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。  

２  国の所有に属する国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗

文化財の指定を解除したときは、第二十九条第二項（第七十九条

第二項で準用する場合を含む。）又は第五項の規定により所有者に

対し行うべき通知又は指定書の交付は、当該国宝若しくは重要文

化財又は重要有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行う

ものとする。この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに

指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。  

３  国の所有又は占有に属するものを特別史跡名勝天然記念物若

しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは仮指定し、又はそ

の 指定若しくは仮指定を解除したときは、第百九条第三項（第

百十条第三項及び第百十二条第四項で準用する場合を含む。）の規

定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、その指定若し

くは仮指定又は指定若しくは仮指定の解除に係るものを管理する

各省各庁の長に対し行うものとする。  

４  国の所有又は占有に属するものを重要文化的景観に選定し、又

はその選定を解除したときは、第百三十四条第二項（第百三十五

条第二項で準用する場合を含む。）で準用する第百九条第三項の規

定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、当該重要文化

的景観を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。  

第百六十六条  重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記

念物又は重要文化的景観を管理する各省各庁の長は、この法律並

びにこれに基づいて発する文部科学省令及び文化庁長官の勧告に

従い、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又

は重要文化的景観を管理しなければならない。  

第百六十七条  次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科

学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。  

一  重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を

取得したとき。  

二  重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の

所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。  

三  所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天

然記念物又は重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、き損し、

若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたと

き。  

四  所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の

場所を変更しようとするとき。  

五  所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修理し、

又は復旧しようとするとき（次条第一項第一号の規定により文

化庁長官の同意を求めなければならない場合その他文部科学省

令の定める場合を除く。）。  

六  所管に属する重要有形民俗文化財又は重要文化的景観の現

状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする

とき。  

七  所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地につ

いて、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたと

き。  

２  前項第一号及び第二号の場合に係る通知には、第三十二条第一

項（第八十条及び第百二十条で準用する場合を含む。）の規定を、

前項第三号の場合に係る通知には、第三十三条（第八十条及び第

百二十条で準用する場合を含む。）及び第百三十六条の規定を、前

項第四号の場合に係る通知には、第三十四条（第八十条で準用す

る場合を含む。）の規定を、前項第五号の場合に係る通知には、第

四十三条の二第一項及び第百二十七条第一項の規定を、前項第六

号の場合に係る通知には、第八十一条第一項及び第百三十九条第

一項の規定を、前項第七号の場合に係る通知には、第百十五条第

二項の規定を準用する。  

３  文化庁長官は、第一項第五号又は第六号の通知に係る事項に関

し必要な勧告をすることができる。  

第百六十八条  次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あらか

じめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければなら

ない。  

一  重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はそ

の保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。  

二  所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財を輸出し

ようとするとき。  

三  所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝

天然記念物の貸付、交換、売払、譲与その他の処分をしようと

するとき。  

２  各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財又は史跡名勝天然

記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよ

うとするときは、あらかじめ、文化庁長官の同意を求めなければ

ならない。  

３  第一項第一号及び前項の場合には、第四十三条第一項ただし書

及び同条第二項並びに第百二十五条第一項ただし書及び同条第二

項の規定を準用する。  

４  文化庁長官は、第一項第一号又は第二項に規定する措置につき

同意を与える場合においては、その条件としてその措置に関し必

要な勧告をすることができる。  

５  関係各省各庁の長その他の国の機関は、前項の規定による文化

庁長官の勧告を十分に尊重しなければならない。  

第百六十九条  文化庁長官は、必要があると認めるときは、文部科

学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な

勧告をすることができる。  

一  所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝

天然記念物の管理方法  

二  所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天

然記念物又は重要文化的景観の修理若しくは復旧又は滅失、き

損、衰亡若しくは盗難の防止の措置  
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三  重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため必要

な施設  

四  所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又

は公開  

２  前項の勧告については、前条第五項の規定を準用する。  

３  第一項の規定による文化庁長官の勧告に基づいて施行する同

項第二号に規定する修理、復旧若しくは措置又は同項第三号に規

定する施設に要する経費の分担については、文部科学大臣と各省

各庁の長が協議して定める。  

第百七十条  文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、国の所有に属する国宝又は特別史跡名勝天然記念物に

つき、自ら修理若しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若し

くは盗難の防止の措置をすることができる。この場合においては、

文化庁長官は、当該文化財が文部科学大臣以外の各省各庁の長の

所管に属するものであるときは、あらかじめ、修理若しくは復旧

又は措置の内容、着手の時期その他必要な事項につき、文部科学

大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長と協議し、当該文

化財が文部科学大臣の所管に属するものであるときは、文部科学

大臣の定める場合を除いて、その承認を受けなければならない。  

一  関係各省各庁の長が前条第一項第二号に規定する修理若し

くは復旧又は措置についての文化庁長官の勧告に応じないとき。  

二  国宝又は特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡し

ている場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られ

るおそれのある場合において、関係各省各庁の長に当該修理若

しくは復旧又は措置をさせることが適当でないと認められると

き。  

第百七十一条  文部科学大臣は、国の所有に属するものを国宝、重

要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しく

は史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化的景観に選定

するに当たり、又は国の所有に属する国宝、重要文化財、重要有

形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物若

しくは重要文化的景観に関する状況を確認するため必要があると

認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査のため必要な報告を

求め、又は、重要有形民俗文化財及び重要文化的景観に係る場合

を除き、調査に当たる者を定めて実地調査をさせることができる。  

第百七十二条  文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、重要

有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要が

あると認めるときは、適当な地方公共団体その他の法人を指定し

て当該文化財の保存のため必要な管理（当該文化財の保存のため

必要な施設、設備その他の物件で国の所有又は管理に属するもの

の管理を含む。）を行わせることができる。  

２  前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、

文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長の同意を

求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他の法人の

同意を得なければならない。  

３  第一項の規定による指定には、第三十二条の二第三項及び第四

項の規定を準用する。  

４  第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方公共

団体その他の法人の収入とする。  

５  地方公共団体その他の法人が第一項の規定による管理を行う

場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るとき

は、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条の四第一項、第三

十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第四十七条の二

第三項及び第五十四条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るとき

は、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条、第

百十五条第一項及び第二項、第百十六条第一項及び第三項、第百

二十一条並びに第百三十条の規定を準用する。  

第百七十三条  前条第一項の規定による指定の解除については、第

三十二条の三の規定を準用する。  

第百七十四条  文化庁長官は、重要文化財、重要有形民俗文化財又

は史跡名勝天然記念物の保護のため特に必要があると認めるとき

は、第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体

その他の法人に当該文化財の修理又は復旧を行わせることができ

る。  

２  前項の規定による修理又は復旧を行わせる場合には、第百七十

二条第二項の規定を準用する。  

３  地方公共団体その他の法人が第一項の規定による修理又は復

旧を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財に係ると

きは、第三十二条の四第一項及び第三十五条の規定を、史跡名勝

天然記念物に係るときは、第三十五条、第百十六条第一項及び第

百十七条の規定を準用する。  

第百七十五条  第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地

方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要

有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及

び建造物を、その管理のため必要な限度において、無償で使用す

ることができる。  

２  国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定

により土地及び建造物を使用させる場合について準用する。  

（中略） 

第３節 地方公共団体及び教育委員会 

（地方公共団体の事務）  

第百八十二条  地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開

その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができ

る。 

２  地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重

要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史

跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存

するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため

必要な措置を講ずることができる。  

３  前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定

する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員

会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨

を報告しなければならない。  

（地方債についての配慮）  

第百八十三条  地方公共団体が文化財の保存及び活用を図るため

に行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、

法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状

況が許す限り、適切な配慮をするものとする。  

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務）  

第百八十四条  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部

又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育

委員会が行うこととすることができる。  

一  第三十五条第三項（第三十六条第三項（第八十三条、第百二

十一条第二項（第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）及

び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、第三十七条第

四項（第八十三条及び第百二十二条第三項で準用する場合を含

む。）、第四十六条の二第二項、第七十四条第二項、第七十七条

第二項（第九十一条で準用する場合を含む。）、第八十三条、第

八十七条第二項、第百十八条、第百二十条、第百二十九条第二

項、第百七十二条第五項及び第百七十四条第三項で準用する場

合を含む。）の規定による指揮監督  

二  第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又は保

存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命

令（重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可

及びその取消しを除く。）  

三  第五十一条第五項（第五十一条の二（第八十五条で準用する

場合を含む。）、第八十四条第二項及び第八十五条で準用する場

合を含む。）の規定による公開の停止命令  
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四  第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許

可及びその取消し並びに公開の停止命令  

五  第五十四条（第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する

場合を含む。）、第五十五条、第百三十条（第百七十二条第五項

で準用する場合を含む。）又は第百三十一条の規定による調査又

は調査のため必要な措置の施行  

六  第九十二条第一項（第九十三条第一項において準用する場合

を含む。）の規定による届出の受理、第九十二条第二項の規定に

よる指示及び命令、第九十三条第二項の規定による指示、第九

十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定によ

る通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定によ

る勧告、第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二

項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見

の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長、同条

第八項の規定による指示、第九十七条第一項の規定による通知

の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定によ

る協議並びに同条第四項の規定による勧告  

２  都道府県又は市の教育委員会が前項の規定によつてした同項

第五号に掲げる第五十五条又は第百三十一条の規定による立入調

査又は調査のための必要な措置の施行については、行政不服審査

法による不服申立てをすることができない。  

３  都道府県又は市の教育委員会が、第一項の規定により、同項第

六号に掲げる事務のうち第九十四条第一項から第四項まで又は第

九十七条第一項から第四項までの規定によるものを行う場合には、

第九十四条第五項又は第九十七条第五項の規定は適用しない。  

４  都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした次

の各号に掲げる事務（当該事務が地方自治法第二条第八項に規定

する自治事務である場合に限る。）により損失を受けた者に対して

は、当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府県又は市が、

その通常生ずべき損失を補償する。  

一  第一項第二号に掲げる第四十三条又は第百二十五条の規定

による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 第四十三

条第五項又は第百二十五条第五項  

二  第一項第五号に掲げる第五十五条又は第百三十一条の規定

による調査又は調査のため必要な措置の施行 第五十五条第三

項又は第百三十一条第二項  

三  第一項第六号に掲げる第九十六条第二項の規定による命令 

同条第九項  

５  前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育委員会が決定す

る。  

６  前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定

を準用する。  

７  前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えに

おいては、都道府県又は市を被告とする。  

８  都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした処

分その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第二条第九

項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものについての審

査請求は、文化庁長官に対してするものとする。  

（中略） 

（書類等の経由）  

第百八十八条  この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣

又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件の提出は、

都道府県の教育委員会（当該文化財が指定都市の区域内に存する

場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以下この条におい

て同じ。）を経由すべきものとする。  

２  都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類及び物件を受理

したときは、意見を具してこれを文部科学大臣又は文化庁長官に

送付しなければならない。  

３  この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文化庁

長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知は、都道府県

の教育委員会を経由すべきものとする。ただし、特に緊急な場合

は、この限りでない。

（中略） 

 第１３章 罰則 

（中略） 

第百九十三条  第四十四条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受

けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役若しくは禁

錮又は百万円以下の罰金に処する。  

第百九十四条  第八十二条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受

けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の懲役若

しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。  

第百九十五条  重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、

五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。  

２  前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二

年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料

に処する。  

第百九十六条  史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存

に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡す

るに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円

以下の罰金に処する。  

２  前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者である

ときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若

しくは科料に処する。  

第百九十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下

の罰金に処する。  

一  第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、許可を受け

ず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しく

は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影

響を及ぼす行為をし、又は現状の変更若しくは保存に影響を及

ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者  

二  第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することと

なるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者  

第百九十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の

罰金に処する。  

一  第三十九条第三項（第百八十六条第二項で準用する場合を含

む。）で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、国

宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒

み、又は妨げた者  

二  第九十八条第三項（第百八十六条第二項で準用する場合を含

む。）で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の二

第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者  

三  第百二十三条第二項（第百八十六条第二項で準用する場合を

含む。）で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の

二第五項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復旧又

は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、

又は妨げた者  

第百九十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して

第百九十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者

を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。  

第二百条  第三十九条第一項（第四十七条第三項（第八十三条で準

用する場合を含む。）、第百二十三条第二項、第百八十六条第二

項又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。）、第四十九

条（第八十五条で準用する場合を含む。）又は第百八十五条第二

項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然

記念物の管理、修理又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢又

は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、
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重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、

衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の

過料に処する。  

第二百一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

過料に処する。  

一  正当な理由がなくて、第三十六条第一項（第八十三条及び第

百七十二条第五項で準用する場合を含む。）又は第三十七条第

一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管

理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者  

二  正当な理由がなくて、第百二十一条第一項（第百七十二条第

五項で準用する場合を含む。）又は第百二十二条第一項の規定

による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物

の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者  

三  正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要

文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化

庁長官の命令に従わなかつた者  

第二百二条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過

料に処する。  

一  正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若

しくは禁止又は施設の命令に違反した者  

二  第四十六条（第八十三条で準用する場合を含む。）の規定に

違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若し

くは申出をした後第四十六条第五項（第八十三条で準用する場

合を含む。）に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又

は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項（第

八十三条で準用する場合を含む。）の規定による売渡しの申出

につき、虚偽の事実を申し立てた者  

三  第四十八条第四項（第五十一条第三項（第八十五条で準用す

る場合を含む。）及び第八十五条で準用する場合を含む。）の

規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は第五十一条第

五項（第五十一条の二（第八十五条で準用する場合を含む。）、

第八十四条第二項及び第八十五条で準用する場合を含む。）の

規定に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつ

た者  

四  第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、許

可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財

を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者  

五  第五十四条（第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する

場合を含む。）、第五十五条、第六十八条（第九十条第三項及

び第百三十三条で準用する場合を含む。）、第百三十条（第百

七十二条第五項で準用する場合を含む。）、第百三十一条又は

第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要

な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

六  第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は

中止の命令に従わなかつた者  

七  正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限

若しくは禁止又は施設の命令に違反した者  

第二百三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過

料に処する。  

一  第二十八条第五項、第二十九条第四項（第七十九条第二項で

準用する場合を含む。）、第五十六条第二項（第八十六条で準

用する場合を含む。）又は第五十九条第六項若しくは第六十九

条（これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。）

の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の

指定書又は登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録

証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつ

た者  

二  第三十一条第三項（第六十条第四項（第九十条第三項で準用

する場合を含む。）、第八十条及び第百十九条第二項（第百三

十三条で準用する場合を含む。）で準用する場合を含む。）、

第三十二条（第六十条第四項（第九十条第三項で準用する場合

を含む。）、第八十条及び第百二十条（第百三十三条で準用す

る場合を含む。）で準用する場合を含む。）、第三十三条（第

八十条、第百十八条及び第百二十条（これらの規定を第百三十

三条で準用する場合を含む。）並びに第百七十二条第五項で準

用する場合を含む。）、第三十四条（第八十条及び第百七十二

条第五項で準用する場合を含む。）、第四十三条の二第一項、

第六十一条若しくは第六十二条（これらの規定を第九十条第三

項で準用する場合を含む。）、第六十四条第一項（第九十条第

三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。）、第六十五条

第一項（第九十条第三項で準用する場合を含む。）、第七十三

条、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第九十二条第

一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項（第百二十条、第

百三十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、

第百二十七条第一項、第百三十六条又は第百三十九条第一項の

規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者  

三  第三十二条の二第五項（第三十四条の三第二項（第八十三条

で準用する場合を含む。）、第六十条第四項及び第六十三条第

二項（これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。）

並びに第八十条で準用する場合を含む。）又は第百十五条第四

項（第百三十三条で準用する場合を含む。）の規定に違反して、

管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必

要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者  

（後略） 

(2) 文化財保護法施行令（抄） 

（昭和５０年９月９日政令第２６７号） 

最終改正：平成２７年１２月２８日政令第４４４号 

（前略） 

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務）  

第５条  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の

教育委員会が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又

は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文

化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第五

号に掲げる事務（法第九十二条第一項の規定による届出の受理及

び法第九十四条第一項又は第九十七条第一項の規定による通知の

受理を除く。）を行うことを妨げない。  

一  法第三十五条第三項（法第八十三条、第百十八条、第百二十

条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。）の

規定による指揮監督（管理に係るものに限る。）並びに法第三

十六条第三項（法第八十三条、第百二十一条第二項（法第百七

十二条第五項において準用する場合を含む。）及び第百七十二

条第五項において準用する場合を含む。）、第四十六条の二第

二項及び第百二十九条第二項において準用する法第三十五条第

三項の規定による指揮監督  

二  法第四十三条第四項（法第百二十五条第三項において準用す

る場合を含む。）の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼ

す行為（以下「現状変更等」という。）の停止命令（文化庁長

官が許可した現状変更等に係るものに限る。）  

三  法第五十一条第五項（法第五十一条の二（法第八十五条にお

いて準用する場合を含む。）及び第八十五条において準用する

場合を含む。）の規定による公開の停止命令（公開に係る重要

文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存す
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るものである場合に限る。）及び法第八十四条第二項において

準用する法第五十一条第五項の規定による公開の停止命令  

四  法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令（文化庁長

官が許可した公開に係るものに限る。）  

五  法第九十二条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の

規定による指示及び命令、法第九十四条第一項の規定による通

知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定に

よる協議、同条第四項の規定による勧告、法第九十七条第一項

の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条

第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告  

２  法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の

規定による届出の受理、法第九十三条第二項の規定による指示、

法第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第

七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同

条第五項又は第七項の規定による期間の延長及び同条第八項の規

定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道

府県の教育委員会（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」とい

う。）の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものに

あつては、当該指定都市の教育委員会）が行うこととする。ただ

し、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認めら

れる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があ

ると認めるときは、自らこれらの事務（法第九十三条第一項にお

いて準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法

第九十六条第一項の規定による届出の受理を除く。）を行うこと

を妨げない。  

３  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育

委員会（第一号及び第三号に掲げるものにあつては第一号イ及び

ロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第二百五十二条

の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域

内において行われる場合、第二号に掲げるものにあつては指定都

市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要

文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合に

おいては、当該指定都市等の教育委員会）が行うこととする。  

一  次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条の規定による許

可及びその取消し並びに停止命令 

イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化

財に指定された土地その他の物件（建造物を除く。）の現状

変更等 

ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り 

二  法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の

許可及びその取消し並びに公開の停止命令（公開に係る重要文

化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内に存するもののみ

である場合に限る。）  

三  法第五十四条（法第百七十二条第五項において準用する場合

を含む。）及び第五十五条の規定による調査（第一号イ及びロ

に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項の規定による許

可の申請に係るものに限る。）  

４  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育

委員会（第一号イからトまで及びリに掲げる現状変更等が市の区

域内において行われる場合、同号チに掲げる現状変更等を行う動

物園又は水族館が市の区域内に存する場合並びに同号ヌに規定す

る指定区域が市の区域内に存する場合にあつては、当該市の教育

委員会）が行うこととする。  

一  次に掲げる現状変更等（イからヘまでに掲げるものにあつて

は、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われる

ものに限る。）に係る法第百二十五条の規定による許可及びそ

の取消し並びに停止命令 

イ 小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地階を有しない木

造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積（増築又は改築に

あつては、増築又は改築後の建築面積）が百二十平方メート

ル以下のものをいう。ロにおいて同じ。）で三月以内の期間

を限つて設置されるものの新築、増築、改築又は除却 

ロ 小規模建築物の新築、増築、改築又は除却（増築、改築又

は除却にあつては、建築の日から五十年を経過していない小

規模建築物に係るものに限る。）であつて、指定に係る地域

の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に

係る都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第

一号の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

におけるもの 

ハ 工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。）の設

置、改修若しくは除却（改修又は除却にあつては、設置の日

から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。）又

は道路の舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切

土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。） 

ニ 法第百十五条第一項（法第百二十条及び第百七十二条第五

項において準用する場合を含む。）に規定する史跡名勝天然

記念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除却 

ホ 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修 

ヘ 木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係る木竹につい

ては、危険防止のため必要な伐採に限る。） 

ト 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状

況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する

危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又

は当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着 

チ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間に

おける譲受け又は借受け 

リ 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの

（現に繁殖のために使用されているものを除く。）の除却 

ヌ イからリまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の

指定に係る地域のうち指定区域（当該史跡名勝天然記念物の

管理のための計画を都道府県の教育委員会（当該計画が町村

の区域を対象とする場合に限る。）又は市の教育委員会（当

該計画が市の区域を対象とする場合に限る。）が定めている

区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るも

ので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化

庁長官が指定する区域をいう。）における現状変更等 

二  法第百三十条（法第百七十二条第五項において準用する場合

を含む。）及び第百三十一条の規定による調査及び調査のため

必要な措置の施行（前号イからヌまでに掲げる現状変更等に係

る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに

限る。）  

５  文化庁長官は、前項第一号ヌの規定による指定区域の指定をし

たときは、その旨を官報で告示しなければならない。  

６  第四項第一号ヌの管理のための計画に記載すべき事項は、文部

科学省令で定める。  

７  第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項の場合においては、

法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行

う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育

委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用が

あるものとする。  

（中略） 

（事務の区分）  

第７条  第五条第一項（第五号に係る部分を除く。）、第三項（第

二号に係る部分を除く。）及び第四項の規定により都道府県又は

市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項

第一号に規定する第一号法定受託事務とする。  
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（後略） 

(3) 特別史跡名勝天然記念物及び史

跡名勝天然記念物指定基準（抄） 

（昭和２６年５月１０日文化財保護委員会告示第２号） 

最終改正：平成８年１０月２８壱文部省告示第１８５号 

（前略） 

名勝 

左に掲げるもののうちわが国のすぐれた国土美として欠くことの

できないものであつて、その自然的なものにおいては、風致景観

の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文

的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの 

一 公園、庭園 

二 橋梁、築堤 

三 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所 

四 鳥獣、魚虫などの棲息する場所 

五 岩石、洞穴 

六 峡谷、瀑布、溪流、深淵 

七 湖沼、湿原、浮島、湧泉 

八 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼 

九 火山、温泉 

十 山岳、丘陵、高原、平原、河川 

十一 展望地点 

（後略） 

(4) 特別史跡名勝天然記念物又は史

跡名勝天然記念物の現状変更等の

許可申請等に関する規則 

（昭和２６年７月１３日文化財保護委員会規則第１０号） 

最終改正：平成２７年１２月２１日文部科学省令第３６号 

（許可の申請）  

第１条  文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」

という。）第百二十五条第一項の規定による許可を受けようとす

る者（以下「許可申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載

した許可申請書を文化庁長官（法第百八十四条第一項第二号及び

文化財保護法施行令（昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」

という。）第五条第四項第一号の規定により当該許可を都道府県

又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育

委員会）に提出しなければならない。  

一  史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名勝（特別名勝を含

む。以下同じ。）又は天然記念物（特別天然記念物を含む。以

下同じ。）の別及び名称  

二  指定年月日  

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地  

四  所有者の氏名又は名称及び住所  

五  権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所  

六  管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地  

七  管理責任者がある場合は、その氏名及び住所  

八  許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並び

に事務所の所在地  

九  史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼ

す行為（以下「現状変更等」という。）を必要とする理由  

十  現状変更等の内容及び実施の方法  

十一  現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景

観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼ

す影響に関する事項  

十二  現状変更等の着手及び終了の予定時期  

十三  現状変更等に係る地域の地番  

十四  現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び

住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地  

十五  その他参考となるべき事項  

２  埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更

等の場合における許可申請書には、前項各号に掲げる事項の外、

左に掲げる事項を記載するものとする。  

一  発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴  

二  出土品の処置に関する希望  

（許可申請書の添附書類等）  

第二条  前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を

添えなければならない。  

一  現状変更等の設計仕様書及び設計図  

二  現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び

地ぼうを表示した実測図  

三  現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真  

四  現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料がある

ときは、その資料  

五  許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書  

六  許可申請者が権原に基く占有者以外の者であるときは、その

占有者の承諾書  

七  管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の

者であるときは、管理団体の意見書  

八  管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以

外の者であるときは、管理責任者の意見書  

九  前条第二項の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の

者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書  

２  前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更等を

しようとする箇所を表示しなければならない。  

（終了の報告）  

第３条  法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当

該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文

化庁長官（法第百八十四条第一項第二号及び令第五条第四項第一

号の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行つた

場合には、当該都道府県又は市の教育委員会）に報告するものと

する。  

２  前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添え

るものとする。  

（維持の措置の範囲）  

第４条  法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更に

ついて許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれか

に該当する場合とする。  

一  史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合

において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又

は天然記念物をその指定当時の原状（指定後において現状変更

等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状）

に復するとき。  

二  史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合

において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置

をするとき。  
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三  史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、

当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分

を除去するとき。  

（国の機関による現状変更等）  

第５条  各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記

念物の現状変更等について、法第百六十八条第一項第一号又は第

二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条及び第二

条の規定を、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定によ

る同意を受けた場合には第三条の規定を準用する。  

２  法第百六十八条第三項で準用する法第百二十五条第一項ただ

し書の規定により現状変更について同意を求めることを要しない

場合は、前条各号に掲げる場合とする。  

（管理計画）  

第六条  令第五条第四項第一号ヌの管理のための計画（以下「管理

計画」という。）には、次に掲げる事項を記載するものとする。  

一  史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称  

二  指定年月日  

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地  

四  管理計画を定めた教育委員会  

五  史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況  

六  史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針  

七  史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の許可の基準及びそ

の適用区域  

八  その他参考となるべき事項  

２  管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の適用

区域を示す図面を添えるものとする。  

(5) 文化財保護法施行令第５条第４

項第一号イからリまでに掲げる史

跡名勝天然記念物の現状変更等の

許可の事務の処理基準について

（抄） 

庁保記第２２６号 

平成１２年４月２８日各都道府県教育委員会教育長あて文化庁次長

通知 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

(平成一一年法律第八七号)による改正後の文化財保護法(昭和二

五年法律第二一四号)及び地方分権の推進を図るための関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴う文部省関係政令の整備等に関

する政令(平成一二年政令第四二号)による改正後の文化財保護法

施行令(昭和五〇年政令第二六七号。以下「令」という。)の施行

に伴い、平成一二年四月一日から、令第五条第四項第一号に掲げ

る史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の

許可の事務を都道府県又は市の教育委員会が行うこととなりまし

た。 

ついては、「文化財保護法施行令第五条第四項第一号イからリ

までに掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務の処

理基準」が別紙のとおり定められましたので、十分に御了知の上、

適切な事務処理をお願い申し上げます。また、域内の市の教育委

員会に対して周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよ

う御配慮願います。 

(別紙) 

文化財保護法施行令第五条第四項第一号イからリまでに掲げる史

跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務の処理基準 

平成１２年４月２８日 

文部大臣裁定 

地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九第一項及

び第三項の規定に基づき、文化財保護法施行令(昭和五〇年政令第

二六七号。以下「令」という。)第五条第四項第一号イからリまで

に掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす

行為(以下「現状変更等」という。)の許可の事務を都道府県又は

市の教育委員会が処理するに当たりよるべき基準を次のとおり定

める。 

Ⅰ 共通事項 

(一) 現状変更等が「市」と当該市以外の「市」又は「町村」

とにまたがって行われる場合には、現状変更等の許可申請は、

許可の権限を有するそれぞれの都道府県又は市の教育委員会

が受理し、許可の事務を行う。この場合には、関係教育委員

会相互間において、必要に応じ、適宜連絡調整を行うものと

する。 

(二) 次の場合には、当該現状変更等の許可をすることができ

ない。 

① 史跡名勝天然記念物の適切な保存管理のために策定され 

た「保存管理計画」に定められた保存管理の基準に反する場 

合 

② 史跡名勝天然記念物の滅失、き損又は衰亡のおそれがあ

る場合 

③ 史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著しく減じると認 

められる場合 

④ 地域を定めて指定した天然記念物に関し、指定対象であ

る動植物の生息環境又は生態系全体に対して著しい影響を

与えるおそれがある場合 

(三) 都道府県又は市の教育委員会に対する現状変更等の許可 

申請の審査のため、地方公共団体等が事前に発掘調査を行う

場合は、当該発掘調査の実施につき文化財保護法(昭和二五年

法律第二一四号。以下「法」という。)第八〇条第一項の規定

による文化庁長官の許可を要する。 

(四) 都道府県又は市の教育委員会が現状変更等の許可をする 

に当たっては、法第八〇条第三項において準用する法第四三条 

第三項の規定により、許可の条件として次の例のような指示を 

することができる。なお、当該許可の条件として指示した発掘 

調査の実施については、改めて現状変更等の許可を要しない。 

① 当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこと。 

② 当該現状変更等に際し、関係教育委員会の職員の立会い   

 を求めること。 

③ 重要な遺構などが発見された場合は、設計変更等により、

その保存を図ること。 

④ 当該現状変更等の実施に当たっては、関係教育委員会の

指示を受けること。 

⑤ 当該現状変更等の許可申請書又は添附した書類、図面若

しくは写真の記載事項又は表示事項のうち、現状変更等の

内容及び実施の方法の変更、許可申請者の変更などの実質

的な変更については、改めて現状変更等の許可を申請する

こと。ただし、許可申請者の住所や事務所の所在地の変更

など実質的な変更ではないものについては、その旨を報告

すること。 

⑥ 当該現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を報

告すること。 

Ⅱ 個別事項 

一 令第五条第四項第一号イ関係 
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(一) 「建築面積」とは、建築基準法施行令(昭和二五年政令第

三三八号)第二条第一項第二号に定める建築面積をいう。 

(二) 次の場合は、本号による許可の事務の範囲に含まれない。 

① 新築については、小規模建築物の設置期間の更新があら

かじめ予想される場合 

② 改築又は増築については、改築又は増築部分の設置期間

が本体である建築物の新築を完了した日から三ケ月を超え

る場合 

③ 新築、増築、改築又は除却については、当該新築等に伴

う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、当

該新築等に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場

合 

(三) 新築、増築、改築又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合

には、当該木竹の伐採について、別途、法第八〇条第一項の

規定による文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号ヘに

よる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第八〇

条第一項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。 

(四) 新築、増築又は改築については、「新築及び除却」、「増

築及び除却」又は「改築及び除却」として許可の申請をさせ、

除却と併せて許可をするものとする。 

二 令第五条第四項第一号ロ関係 

(一) 新築、増築、改築又は除却に伴う土地の掘削、盛土、切

土その他土地の形状の変更が、新築等に必要な最小限度のや

むを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の

範囲に含まれない。 

(二) 新築、増築、改築又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合

には、当該木竹の伐採について、別途、法第八〇条第一項の

規定による文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号ヘに

よる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第八〇

条第一項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。 

三 令第五条第四項第一号ハ関係 

(一) 「工作物」には、次のものを含む。 

① 小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀 

② 既設の道路に設置される電柱、道路標識、信号機又はガ

ードレール 

③ 小規模な観測・測定機器 

④ 木道 

(二) 「道路」には、道路法(昭和二七年法律第一八〇号)第三

条各号に掲げる道路(ただし、道路と一体となってその効用を

全うする施設及び道路の附属物で当該道路に附属して設けら

れているものを除く。)のほか、農道、林道、漁港関連道を含

む。 

(三) 「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路の舗装をいう。 

(四) 「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗装の道路の破

損、劣化等に対応して行われる部分的な修復その他これに類

する工事をいう。 

(五) 道路についての「土地の形状の変更」には、道路の幅員

の拡幅、路床の削平、側溝の設置及び道路の構造の変更に伴

うものを含む。 

(六) 工作物の設置、改修又は除却の際に木竹の伐採を伴う場

合には、当該木竹の伐採について、別途、法第八〇条第一項

の規定による文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号ヘ

による都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第八

〇条第一項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。 

四 令第五条第四項第一号ニ関係 

(一) 「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」とは、法第

七二条第一項の標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設

をいう。 

(二) 設置、改修又は除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その

他土地の形状の変更が、設置等に必要な最小限度のやむを得

ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に

含まれない。 

(三) 標識、説明板、標柱、注意札、境界標又は囲さくその他

の施設であって、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭

和二九年文化財保護委員会規則第七号)に定める基準に合致

しないものについては、その設置又は改修の許可をすること

ができない。 

五 令第五条第四項第一号ホ関係 

(一) 「電線」には、配電管内の電線及び電話線等の通信線を

含む。 

(二) 改修については、改修に伴う土地の掘削が埋設の際に掘

削された範囲を超える場合には、本号による許可の事務の範

囲に含まれない。 

六 令第五条第四項第一号ヘ関係 

(一) 「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝を切断して除

去することをいう。 

(二) 「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木や落枝によっ

て人身又は建物に危害が及ぶ危険性の高い場合における危険

防止に必要な最小限度のやむを得ない程度の伐採をいう。 

(三) 木竹の伐採が、法第八〇条第一項ただし書の維持の措置

である場合には、許可を要しない。 

（後略） 

(6) 行政手続法の施行及びこれに伴

う文化財保護法の一部改正等につ

いて（抄） 

庁保伝第１４１号 

平成６年１１月２５日各都道府県教育委員会教育長あて文化庁次長

通達 

（前略） 

別紙二 

重要文化財及び史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る審査基準に

ついて 

重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変

更等」という。)の許可、輸出の許可、文化庁長官の行う公開への出

品の承認、国庫の費用負担による公開の承認及び所有者等以外によ

る公開の許可並びに史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可に係る

審査基準は以下のとおりとする。 

（中略） 

七 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(文化財保護法第８０

条（※現法第１２５条）)に係る審査基準について 

(一) 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められてい

る場合 

当該保存管理計画に定められた基準に適合していると認め

られるか否か。 

(二) 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められてい

ない場合 

ア 現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認

められるか否か。 

イ 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそ

れがあると認められるか否か。 
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ウ 現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそ

れがあると認められるか否か。 

別紙三 

重要文化財及び史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る標準処理期

間について 

重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変

更等」という。)の許可、輸出の許可、文化庁長官の行う公開への出

品の承認、国庫の費用負担による公開の承認及び所有者等以外によ

る公開の許可並びに史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可に係る

標準処理期間(申請が文化庁に到達してから当該申請に対する処分

をするまでに通常要すべき標準的な期間)は以下のとおりとする。 

（中略） 

七 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(文化財保護法第８０

条（※現法第１２５条）)に係る標準処理期間について 

(一) 現状変更等が軽易なもの又は定型的なものである場合 ：

一か月～二か月 

(二) (一)以外の場合 ：二か月～三か月 

ただし、申請書、添付書類等に不備がある場合又は申請者

その他の関係者との調整を要する場合は、この限りではない。 

また、現状変更等が指定物件の指定要素に重大な影響を及

ぼすおそれのある場合は、この限りではない。 

別紙四 

重要文化財及び史跡名勝天然記念物等に係る不利益処分に関する処

分基準について 

重要文化財等の管理団体の指定の解除、重要文化財等の管理に関す

る命令、重要文化財等の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下

「現状変更等」という。)の許可取消・行為停止命令及び重要文化財

等の公開停止・中止命令に係る処分基準は以下のとおりとする。 

（中略） 

一四 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の条件に従わなかっ

た者に対する現状変更等の停止命令又は許可の取消し(文化財保

護法第八〇条第三項)に係る行政手続法第一二条第一項の規定に

よる処分基準について 

史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の条件に従わずに行

われた現状変更等で、以下のいずれかに該当する場合 

(一) 現状変更等が保存管理計画に定められた基準に反し、又は

そのおそれがあると認められること。 

(二) 現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認

められること。 

(三) 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となり、又

はそのおそれがあると認められること。 

(四) 現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となり、又

はそのおそれがあると認められること。 

一五 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けなかった者又

は許可の条件に従わなかった者に対する原状回復命令(文化財保

護法第八〇条第七項)に係る行政手続法第一二条第一項の規定に

よる処分基準について 

史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けず、又は許可

の条件に従わずに行われた現状変更等で、以下のいずれかに該当

する場合 

(一) 現状変更等が保存管理計画に定められた基準に反し、又は

そのおそれがあると認められること。 

(二) 現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認

められること。 

(三) 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となり、又

はそのおそれがあると認められること。 

(四) 現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となり、又

はそのおそれがあると認められること。 

(7) 特別史跡名勝天然記念物又は史

跡名勝天然記念物の管理に関する

届出書等に関する規則（抄） 

（昭和２６年３月８日文化財保護委員会規則第８条） 

最終改正：平成１７年３月２８日文部科学省令第１１号 

（前略） 

（史跡、名勝又は天然記念物の滅失、き損等の届出書の記載事項等）  

第６条  法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で準用

する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部

又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を

記載するものとする。  

一  史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称  

二  指定年月日  

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地  

四  所有者の氏名又は名称及び住所  

五  管理責任者がある場合は、その氏名及び住所  

六  管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地  

七  滅失、き損、衰亡、亡失又は盗難（以下「滅失、き損等」と

いう。）の事実の生じた日時  

八  滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況  

九  滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度  

十  き損の場合は、き損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物が

その保存上受ける影響  

十一  滅失、き損等の事実を知つた日  

十二  滅失、き損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考

となるべき事項  

２  前項の書面には、滅失、き損等の状態を示すキヤビネ型写真及

び図面を添えるものとする。  

（土地の所在等の異動の届出）  

第７条  法第百十五条第二項（法第百二十条及び第百七十二条第五

項で準用する場合を含む。）の規定による土地の所在等の異動の

届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異

動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、

地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面を

もつて、異動のあつたのち三十日以内に行わなければならない。  

２  地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係

る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書

面に添えるものとする。  

（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知

書の記載事項等）  

第８条  国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関す

る通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号 及び第二

号 の場合に係るときは第三条 の規定を、法第百六十七条第一項

第三号 の場合に係るときは第六条 の規定を、法第百六十七条第

一項第七号 の場合に係るときは前条の規定を準用する。  

(8) 特別史跡名勝天然記念物又は史

跡名勝天然記念物の復旧の届出に

関する規則（抄） 
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（昭和２９年６月２９日文化財保護委員会規則第９号） 

最終改正：平成１７年３月２８日文部科学省令第１１号 

（復旧の届出）  

第１条  文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」

という。）第百二十七条第一項の規定による届出は、次に掲げる

事項を記載した書面をもつて行うものとする。  

一  史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）名勝（特別名勝を含む。

以下同じ。）又は天然記念物（特別天然記念物を含む。以下同

じ。）の別及び名称  

二  指定年月日  

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地  

四  所有者の氏名又は名称及び住所  

五  権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所  

六  管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地  

七  管理責任者がある場合は、その氏名及び住所  

八  復旧を必要とする理由  

九  復旧の内容及び方法  

十  復旧の着手及び終了の予定時期  

十一  復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並

びに事務所の所在地  

十二  その他参考となるべき事項  

２  前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を添え

るものとする。  

一  設計仕様書  

二  復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域又

は復旧をしようとする箇所の写真及び図面  

三  復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び

権原に基く占有者の意見書  

（届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更）  

第２条  前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は写真

若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとすると

きは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。  

（終了の報告）  

第３条  法第百二十七条第一項の規定により届出を行つた者は、届

出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を

添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。  

（復旧の届出を要しない場合）  

第４条  法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要し

ない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。  

一  法第百十八条又は第百二十条で準用する法第三十五条第一

項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。  

二  法第百二十二条第一項又は第二項の規定による命令又は勧

告を受けて復旧を行うとき。  

三  法第百二十五条第一項の規定による現状変更等の許可を受

けて復旧を行うとき。  

（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知）  

第５条  法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡、名勝又は

天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規定を準

用する。  

２  法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により史跡、名勝又

は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の各号の

いずれかに該当する場合とする。  

一  法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意

を得て復旧を行うとき。  

二  法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて復

旧を行うとき。  

（後略） 

(9) 地域における歴史的風致の維持

及び向上に関する法律（抄） 

（平成２５年５月２３日法律第４０号） 

最終改正：平成２６年６月１３日法律第６９号 

第一章 総則  

（目的）  

第１条  この法律は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映

した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及

びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地

の環境（以下「歴史的風致」という。）の維持及び向上を図るた

め、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣による歴史的

風致維持向上基本方針の策定及び市町村が作成する歴史的風致維

持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に

基づく特別の措置、歴史的風致維持向上地区計画に関する都市計

画の決定その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会

の実現を図り、もって都市の健全な発展及び文化の向上に寄与す

ることを目的とする。  

（定義）  

第２条  この法律において「公共施設」とは、道路、駐車場、公園、

水路その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。  

２  この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当す

る土地の区域をいう。  

一  次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区域及びその周

辺の土地の区域であること。 

イ 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二十七

条第一項、第七十八条第一項又は第百九条第一項の規定によ

り重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物

として指定された建造物（以下「重要文化財建造物等」とい

う。）の用に供される土地 

ロ 文化財保護法第百四十四条第一項の規定により選定された

重要伝統的建造物群保存地区（以下単に「重要伝統的建造物

群保存地区」という。）内の土地 

二  当該区域において歴史的風致の維持及び向上を図るための

施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認

められる土地の区域であること。  

（国及び地方公共団体の努力義務）  

第３条  国及び地方公共団体は、地域における歴史的風致の維持及

び向上を図るため、第三十一条第一項に規定する歴史的風致維持

向上地区計画その他の都市計画の決定、景観法（平成十六年法律

第百十号）第八条第一項に規定する景観計画の策定、地域におけ

る歴史的風致の維持及び向上に寄与する公共施設その他の施設

（以下「歴史的風致維持向上施設」という。）の整備に関する事

業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

第二章 歴史的風致維持向上基本方針  

第４条  主務大臣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関

する基本的な方針（以下「歴史的風致維持向上基本方針」という。）

を定めなければならない。  

２  歴史的風致維持向上基本方針には、次に掲げる事項を定めるも

のとする。  

一  地域における歴史的風致の維持及び向上の意義に関する事 

項  

二  重点区域の設定に関する基本的事項  

三  地域における歴史的風致の維持及び向上のために必要な文 

化財の保存及び活用に関する基本的事項  

四  歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する基本的事 

項  
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五  良好な景観の形成に関する施策との連携に関する基本的事 

項  

六  次条第一項に規定する歴史的風致維持向上計画の同条第八 

項の認定に関する基本的事項  

七  前各号に掲げるもののほか、地域における歴史的風致の維 

持及び向上に関する重要事項  

３  主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めようとすると

きは、関係行政機関の長に協議しなければならない。  

４  主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めたときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。  

５  前二項の規定は、歴史的風致維持向上基本方針の変更について

準用する。  

  第三章 歴史的風致維持向上計画の認定等  

（歴史的風致維持向上計画の認定）  

第５条  市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に基づき、当該市

町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する計画（以

下「歴史的風致維持向上計画」という。）を作成し、主務大臣の

認定を申請することができる。  

２  歴史的風致維持向上計画には、次に掲げる事項を記載するもの

とする。  

一  当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関

する方針  

二  重点区域の位置及び区域  

三  次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域における歴史的風

致の維持及び向上のために必要なもの 

イ 文化財の保存又は活用に関する事項 

ロ 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 

四  第十二条第一項の規定による歴史的風致形成建造物の指定

の方針  

五  第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建

造物の管理の指針となるべき事項  

六  計画期間  

七  その他主務省令で定める事項  

３  前項第三号ロに掲げる事項には、次に掲げる事項を記載するこ

とができる。  

一  次のイ又はロのいずれかに該当する歴史上価値の高い農業

用用水路その他の農業用用排水施設であって、現に地域におけ

る歴史的風致を形成しており、かつ、当該農業用用排水施設の

有する耕作の目的に供される土地の保全又は利用上必要な機能

の確保と併せてその歴史的風致の維持及び向上を図ることが必

要と認められるもの並びにその管理に関する事項 

イ 土地改良法 （昭和二十四年法律第百九十五号）第八十五条

第一項 に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた

農業用用排水施設 

ロ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五

十八号）第八条第二項 の規定により農業振興地域整備計画に

おいて定められた同項第一号 に規定する農用地区域（第二十

三条において単に「農用地区域」という。）内に存する農業

用用排水施設 

二  都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）第二条第一項 

に規定する都市公園（以下単に「都市公園」という。）の維持

又は同条第二項 に規定する公園施設（以下単に「公園施設」

という。）の新設、増設若しくは改築であって、公園施設であ

る城跡に係る城の復原に関する工事その他地域における歴史

的風致の維持及び向上に寄与するものとして政令で定めるも

ののうち、当該市町村以外の地方公共団体が公園管理者（同法

第五条第一項 に規定する公園管理者をいう。以下同じ。）で

ある重点区域内の都市公園について当該市町村が行おうとす

るものに関する事項  

三  駐車場法 （昭和三十二年法律第百六号）第三条第一項 に規

定する駐車場整備地区内に整備されるべき同法第四条第二項第

五号 の主要な路外駐車場（都市計画において定められたものを

除く。以下「特定路外駐車場」という。）の整備に関する事項  

四  都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第七条第一項 に規

定する市街化調整区域（以下単に「市街化調整区域」という。）

内に存する遺跡で現に地域における歴史的風致を形成している

ものに係る歴史上価値の高い楼門（建築基準法 （昭和二十五年

法律第二百一号）第二条第一号 に規定する建築物（以下単に「建

築物」という。）であるものに限る。）その他当該市町村の区

域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する建築物の復原

を目的とする開発行為（都市計画法第四条第十二項 に規定する

開発行為のうち主として建築物の建築の用に供する目的で行う

ものをいう。第二十八条第一項において同じ。）又は建築行為

（建築物の新築又は改築をいう。第二十八条第二項において同

じ。）であって、当該建築物の用途からみて市街化調整区域内

の土地において実施されることが適当と認められるものに関す

る事項  

五  重点区域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、電

線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持

する電柱の撤去をし、又はこれらの設置の制限をすることが必

要と認められる道路法 （昭和二十七年法律第百八十号）第二条

第一項 に規定する道路又はその部分に関する事項  

４  市町村は、歴史的風致維持向上計画に次の各号（当該市町村が

地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項 に規定する指定都市（以下単に「指定都市」という。）

又は同法第二百五十二条の二十二第一項 に規定する中核市（以下

単に「中核市」という。）である場合にあっては、第四号を除く。）

に掲げる事項を記載しようとするときは、その事項について、あ

らかじめ、当該各号に定める者（第一号、第二号及び第五号に定

める者にあっては、当該市町村を除く。）に協議し、その同意を

得なければならない。  

一  第二項第三号ロに掲げる事項 当該歴史的風致維持向上施

設の整備又は管理を行う者  

二  前項第一号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる農業用用

排水施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者 

イ 前項第一号に規定する農業用用排水施設（同号イに該当す

るものに限る。） 都道府県（土地改良法第九十四条の十第

一項 の規定により当該都道府県が当該農業用用排水施設を

同法第九十四条の三第一項 に規定する土地改良区等に管理

させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。） 

ロ 前項第一号に規定する農業用用排水施設（同号ロに該当す

るものに限る。） 都道府県知事 

三  前項第二号に掲げる事項 当該都市公園の公園管理者  

四  前項第四号に掲げる事項 都道府県知事  

五  前項第五号に掲げる事項 当該道路又はその部分の道路管

理者（道路法第十八条第一項 に規定する道路管理者をいう。）  

５  市町村は、歴史的風致維持向上計画に第二項第三号イに掲げる

事項を記載しようとするときは、その事項について、あらかじめ、

当該文化財の所有者（所有者が二人以上いる場合にあってはその

全員とし、文化財保護法第三十二条の二第五項 （同法第八十条 に

おいて準用する場合を含む。）、第六十条第三項（同法第九十条

第三項 において準用する場合を含む。）又は第百十五条第一項（同

法第百三十三条 において準用する場合を含む。）に規定する管理

団体がある場合にあっては当該管理団体とする。）及び権原に基

づく占有者（いずれも当該市町村を除く。）又は保持者（当該文

化財が重要無形文化財（同法第七十一条第一項 に規定する重要無

形文化財をいう。第十二条第一項において同じ。）である場合に
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あっては、同法第七十一条第二項 の規定により保持者又は保持団

体として認定されている者）の意見を聴かなければならない。  

６  市町村は、歴史的風致維持向上計画を作成しようとするときは、

あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるため

に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、第十一条第一項の規

定により協議会が組織され、又は文化財保護法第百九十条第一項 

の規定により当該市町村の教育委員会に地方文化財保護審議会が

置かれている場合にあっては、当該協議会又は地方文化財保護審

議会の意見を聴かなければならない。  

７  歴史的風致維持向上計画は、都市計画法第六条の二第一項 に

規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第

十八条の二第一項 に規定する市町村の都市計画に関する基本的

な方針との調和が保たれたものでなければならない。  

８  主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった歴史的風

致維持向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、そ

の認定をするものとする。  

一  歴史的風致維持向上基本方針に適合するものであること。  

二  当該歴史的風致維持向上計画の実施が当該市町村の区域に

おける歴史的風致の維持及び向上に寄与するものであると認め

られること。  

三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。  

９  主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議しなければならない。  

１０  主務大臣は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨

を当該市町村に通知しなければならない。  

１１  市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知

に係る歴史的風致維持向上計画を公表するよう努めるとともに、

当該通知を受けた旨を都道府県に通知しなければならない。  

（認定に関する処理期間）  

第６条  主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受けた

日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処

分を行わなければならない。  

（認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更）  

第７条  第五条第八項の認定を受けた市町村（以下「認定市町村」

という。）は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更

（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、

主務大臣の認定を受けなければならない。  

２  第五条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定

について準用する。  

（認定歴史的風致維持向上計画の実施状況に関する報告の徴収）  

第８条  主務大臣は、認定市町村に対し、第五条第八項の認定（前

条第一項の変更の認定を含む。第二十四条第一項を除き、以下同

じ。）を受けた歴史的風致維持向上計画（変更があったときは、

その変更後のもの。以下「認定歴史的風致維持向上計画」という。）

の実施の状況について報告を求めることができる。  

（認定の取消し）  

第９条  主務大臣は、認定歴史的風致維持向上計画が第五条第八項

各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を

取り消すことができる。  

２  主務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、

その旨を当該市町村に通知しなければならない。  

３  市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、

公表するよう努めるとともに、都道府県に通知しなければならな

い。  

（認定市町村への助言、援助等）  

第１０条  都道府県は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持向

上計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うことができ

る。  

２  国は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持向上計画の円滑

かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行

うよう努めなければならない。  

３  前項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、認定歴史的風

致維持向上計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に

連携を図りながら協力しなければならない。  

４  認定市町村の長及び教育委員会は、認定歴史的風致維持向上計

画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に緊密な連携を

図りながら協力しなければならない。  

（協議会）  

第１１条  市町村は、歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関

する協議並びに認定歴史的風致維持向上計画の実施に係る連絡調

整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）

を組織することができる。  

２  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。  

一  当該市町村  

二  歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項

を記載しようとする歴史的風致維持向上施設の整備又は管理を

行う者  

三  第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した

歴史的風致維持向上支援法人（次章において「支援法人」とい

う。）  

四  都道府県、重要文化財建造物等の所有者、学識経験者その他

の市町村が必要と認める者  

３  協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、

資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることが

できる。  

４  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項に

ついては、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければ

ならない。  

５  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。  
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